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頁 現行（2026 年 2月修正）   修正（2026年 6月修正案） 備考 

 第 1編 総則 第 1編 総則  

 第 3章 被害想定及び減災効果 第 3章 被害想定及び減災効果  
 第 2節 地震・津波被害の予測及び減災効果 第 2節 地震・津波被害の予測及び減災効果  
7 1 南海トラフで発生する恐れのある地震・津波の被害予測及び減災効果 

 

1 南海トラフで発生する恐れのある地震・津波の被害予測及び減災効果 

（資料 5-1のとおり修正する。） 

愛知県南海

トラフ地震

被害予測調

査結果に伴

う修正 
 第 2編 災害予防 第 2編 災害予防  
 第 2章 建築物等の安全化 第 2章 建築物等の安全化  
 第 1節 建築物の耐震推進 第 1節 建築物の耐震推進  
40 

 

4 民間住宅・建築物の耐震化・減災化の促進 

（1）住宅の耐震化の促進 

ア 市町村が行う耐震診断への助成 

県は、旧基準住宅（昭和 56 年 5 月以前着工）を対象に耐震診断を

実施する市町村に対する耐震診断費補助事業を実施するものとする。 

4 民間住宅・建築物の耐震化・減災化の促進 

（1）住宅の耐震化の促進 

ア 市町村が行う耐震診断への助成 

県は、旧基準住宅（昭和 56 年 5 月以前着工）及び新基準木造住宅

（平成 12 年 5 月以前着工）を対象に耐震診断を実施する市町村に対

する耐震診断費補助事業を実施するものとする。 

補助制度拡

充のため 

 第 2節 交通関係施設等の整備 第 2節 交通関係施設等の整備  
42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

2 道路施設 

（略） 

（2）緊急輸送道路の指定 

地震直後から発生する緊急輸送（救助、救急、医療、消火活動及び

避難者への緊急物資の供給等に必要な人員、物資等の輸送）を円滑か

つ確実に実施するために必要な緊急輸送道路及びくしの歯ルートを

あらかじめ指定するものとし、他の道路に優先して地震防災対策を実

施する。   

緊急輸送道路及びくしの歯ルートは、以下のとおり区分するものとす

る。 

（略） 

 

2 道路施設 

（略） 

（2）緊急輸送道路の指定 

地震直後から発生する緊急輸送（救助、救急、医療、消火活動及び

避難者への緊急物資の供給等に必要な人員、物資等の輸送）を円滑か

つ確実に実施するために必要な緊急輸送道路、くしの歯ルート及び拠

点アクセスルートをあらかじめ指定するものとし、他の道路に優先し

て地震防災対策を実施する。   

緊急輸送道路及びくしの歯ルートは、以下のとおり区分するものとす

る。 

（略） 

 

愛知県道路

啓開計画を

踏まえた修

正 
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頁 現行（2026 年 2月修正）   修正（2026年 6月修正案） 備考 

 第 3章 都市の防災性の向上 第 3章 都市の防災性の向上  
 第 4節 市街地の面的な整備・改善 第 4節 市街地の面的な整備・改善  
60 県（都市・交通局、建築局）、市町村、土地区画整理組合等における措置 

（略） 

（2）災害対策等に関する土地利用規制 

ア 災害危険区域の指定 

地すべり又は急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域を知事が指

定し、居室を有する建築物の構造等の制限をすることにより、被害の

未然防止あるいは軽減を図る。 

※現時点で愛知県知事が指定する区域はなし。 

イ 宅地造成等の規制 

宅地造成工事により、がけ崩れや土砂の流出を生ずる災害のおそれ

がある区域を知事が指定し、必要な規制を行う。 

◆ 附属資料第 1「急傾斜地崩壊危険区域」 

◆ 附属資料第 1「宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域」 

県（都市・交通局、建築局）、市町村、土地区画整理組合等における措置 

（略） 

（2）災害危険区域の指定 

（削除） 

地すべり又は急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域を知事が指

定し、居室を有する建築物の構造等の制限をすることにより、被害の

未然防止あるいは軽減を図る。 

※現時点で愛知県知事が指定する区域はなし。 

（削除） 

 

 

◆ 附属資料第 1「急傾斜地崩壊危険区域」 

（削除） 

表記の整理 
及び 
重複する内

容の削除 
 

 第 5章 液状化対策・土砂災害等の予防 第 5章 液状化対策・土砂災害等の予防  
 第 3節 宅地造成等の規制誘導 第 3節 宅地造成等の規制誘導  
64 県（建築局、都市・交通局）及び市町村における措置 

（略） 

（2）造成宅地防災区域 

県は市町村と協力して、大規模盛土造成地の変動予測調査を行い、

地震に起因する滑動崩落により相当数の居住者等に危害を生ずるも

のの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区

域として指定し、災害防止のための必要な規制を行う。 

（追加） 

県（建築局、都市・交通局）及び市町村における措置 

（略） 

（2）造成宅地防災区域 

県は市町村と協力して、大規模盛土造成地の変動予測調査を行い、

地震に起因する滑動崩落により相当数の居住者等に危害を生ずるも

のの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区

域として指定し、災害防止のための必要な規制を行う。 

※現時点で愛知県知事が指定する区域はなし。 

時点修正 

 第 4節 土砂災害の防止 第 4節 土砂災害の防止  
65 

 

66 

1 県（建設局、建築局、農林基盤局）における措置 

（略） 

（6）避難指示の発令判断に係る助言等総合的な土砂災害対策の推進 

的確な情報伝達により早期に避難が可能となるよう市町村が警戒

避難体制を確立することが必要不可欠であるため、県は、避難指示の

発令判断に土砂災害警戒情報（警戒レベル 4 相当情報［土砂災害］）

の発表を位置づけることについて助言を行うなど関係市町村の発令

判断を支援する。 

1 県（建設局、建築局、農林基盤局）における措置 

（略） 

（6）避難指示の発令判断に係る助言等総合的な土砂災害対策の推進 

的確な情報伝達により早期に避難が可能となるよう市町村が警戒

避難体制を確立することが必要不可欠であるため、県は、避難指示の

発令判断にレベル４土砂災害危険警報の発表を位置づけることにつ

いて助言を行うなど関係市町村の発令判断を支援する。 

新たな防災

気象情報の

運用開始に

伴う修正 
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頁 現行（2026 年 2月修正）   修正（2026年 6月修正案） 備考 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 

2 市町村における措置 

（1）土砂災害警戒区域に関する警戒避難体制の整備 

（略） 

イ 市町村防災会議は、土砂災害警戒区域の指定があったときは、市町

村地域防災計画において、当該警戒区域ごとに、次に掲げる事項につ

いて定め、警戒避難体制の充実・強化を図る。 

① 土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令

及び伝達に関する事項 

（④に掲げる施設の所有者又は管理者に対する土砂災害警戒情報の伝

達方法等） 

（略） 

ウ 市町村は、土砂災害警戒情報（警戒レベル 4 相当情報［土砂災害］）

が発表された場合に直ちに避難指示を発令することを基本とした具

体的な避難指示の発令基準を設定する。 

2 市町村における措置 

（1）土砂災害警戒区域に関する警戒避難体制の整備 

（略） 

イ 市町村防災会議は、土砂災害警戒区域の指定があったときは、市町

村地域防災計画において、当該警戒区域ごとに、次に掲げる事項につ

いて定め、警戒避難体制の充実・強化を図る。 

① 土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令

及び伝達に関する事項 

（④に掲げる施設の所有者又は管理者に対するレベル４土砂災害危険

警報の伝達方法等） 

（略） 

ウ 市町村は、レベル４土砂災害危険警報が発表された場合に直ちに避

難指示を発令することを基本とした具体的な避難指示の発令基準を

設定する。 

新たな防災

気象情報の

運用開始に

伴う修正 

 第 6章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備 第 6章 応急対策活動等のための施設、資機材、体制等の整備  
69 

 

74 

 

 

 

 

 

76 

防災施設・設備、災害用資機材及び体制の整備 

（略） 

10 物資等の備蓄、調達供給体制の確保 

（略） 

（追加） 

 

 

 

11 応急仮設住宅の設置に係る事前対策 

防災施設・設備、災害用資機材及び体制の整備 

（略） 

10 物資等の備蓄、調達供給体制の確保 

（略） 

11 遺体の処理に係る事前対策 

市町村は、大規模災害時に備え、十分な広さがあり、遺体安置に適した

施設を遺体安置所としてあらかじめ選定しておくよう努めるものとす

る。 

12 応急仮設住宅の設置に係る事前対策 

記載場所の

整理 

 第 7章 避難行動の促進対策 第 7章 避難行動の促進対策  
 第 3節 避難情報の判断・伝達マニュアルの作成 第 3節 避難情報の判断・伝達マニュアルの作成  
80 1 市町村における措置 

（1）マニュアルの作成 

市町村は、避難情報について、次の事項に留意の上、避難すべき区

域や判断基準、伝達方法を明確にしたマニュアルを作成するものとす

る。 

ア 津波災害事象の特性に留意すること。 

イ 収集できる情報として次の情報を踏まえること。 

（ｱ）大津波警報、津波警報、津波注意報、津波予報及び津波情報 

1 市町村における措置 

（1）マニュアルの作成 

市町村は、避難情報について、次の事項に留意の上、避難すべき区

域や判断基準、伝達方法を明確にしたマニュアルを作成するものとす

る。 

ア 津波災害事象の特性に留意すること。 

イ 収集できる情報として、大津波警報、津波警報、津波注意報、津波

予報及び津波情報を踏まえること。 

表記の整理 
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頁 現行（2026 年 2月修正）   修正（2026年 6月修正案） 備考 

 第 8章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 第 8章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策  
 第 1節 避難所の指定・整備等 第 1節 避難所の指定・整備等  
85 

 

86 

市町村における措置 

（略） 

（6）避難所の運営体制の整備 

ア 市町村は、県が作成した「愛知県避難所運営マニュアル」や「妊産

婦・乳幼児を守る災害時ガイドライン」などを参考に、各地域の実情

を踏まえ、避難所ごとに運営体制の整備を図るものとする。 

市町村における措置 

（略） 

（6）避難所の運営体制の整備 

ア 市町村は、県が作成した「愛知県避難生活支援マニュアル」や「妊

産婦・乳幼児を守る災害時ガイドライン」などを参考に、各地域の実

情を踏まえ、避難所ごとに運営体制の整備を図るものとする。 

名称変更に

伴う修正 

 第 2節 要配慮者支援対策 第 2節 要配慮者支援対策  
87 

 

 

89 

 

90 

 

県（福祉局、保健医療局、観光コンベンション局、県民文化局、防災安

全局、教育委員会）、市町村及び社会福祉施設等管理者における措置 

（略） 

（4）外国人等に対する対策 

（略） 

オ 災害時に多言語情報の提供等を行う愛知県災害多言語支援セン

ターの体制整備を推進する。 

（追加） 

県（福祉局、保健医療局、観光コンベンション局、県民文化局、防災安全

局、教育委員会）、市町村及び社会福祉施設等管理者における措置 

（略） 

（4）外国人等に対する対策 

（略） 

オ 災害時に多言語情報の提供等を行う愛知県災害多言語支援セン

ターの体制整備を推進する。 

カ 災害時に外国人の被災状況等の情報収集や多言語による情報提供

を行う部署及び対応方法をあらかじめ定めるものとする。 

災害時にお

ける外国人

対応を確実

に実施する

ため 

 第 3編 災害応急対策 第 3編 災害応急対策  
 第 1章 活動体勢（組織の動員配備） 第 1章 活動体勢（組織の動員配備）  
 第 1節 災害対策本部の設置・運営 第 1節 災害対策本部の設置・運営  

118 

 

1 県（防災安全局）における措置 

（略） 

（1）県災害対策本部の設置 

ア 設置・廃止基準 

（略） 

 

1 県（防災安全局）における措置 

（略） 

（1）県災害対策本部の設置 

ア 設置・廃止基準 

（略）

 

災害対策実

施要綱の改

正に伴う修

正 

 

119 

（略） 

（6）災害対策本部職員の動員 

（略） 

（略） 

（6）災害対策本部職員の動員 

（略） 

災害対策実

施要綱の改

正に伴う修
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頁 現行（2026 年 2月修正）   修正（2026年 6月修正案） 備考 

（非常配備体制） 

 

（非常配備体制） 

 

正 

 第 3節 災害救助法の適用 第 3節 災害救助法の適用  
122 

 

 

 

 

 

1 県（防災安全局、県民文化局、福祉局、保健医療局、建築局、教育委

員会）における措置 

（略） 

（3）市町村への委任 

（略） 

 

1 県（防災安全局、県民文化局、福祉局、保健医療局、建築局、教育委

員会）における措置 

（略） 

（3）市町村への委任 

（略） 

 

表記の整理 

 第 4章 応援協力・派遣要請 第 4章 応援協力・派遣要請  



地震・津波災害対策計画 新旧対照表  

6 

 

頁 現行（2026 年 2月修正）   修正（2026年 6月修正案） 備考 

 第 3節 自衛隊の災害派遣 第 3節 自衛隊の災害派遣  
148 

 

149 

 

 

 

1 自衛隊における措置 

（略） 

（4）災害派遣の要請を受けることができる者及び担任地域 

 

※ただし、県西部（尾張北東部、尾張西部、名古屋、知多）の連絡・調整

は、第３５普通科連隊長担任 

1 自衛隊における措置 

（略） 

（4）災害派遣の要請を受けることができる者及び担任地域 

 
※ただし、連絡・調整の担任は県西部（尾張北東部・尾張西部・名古屋・

知多）を第３５普通科連隊長、豊田市・みよし市・岡崎市・安城市・知立

市・刈谷市・高浜市・碧南市・西尾市・幸田町を中部方面特科連隊第２大

隊長、豊川市を第６施設群長、新城市・設楽町・東栄町・豊根村を第１０

偵察戦闘大隊長、豊橋市・蒲郡市・田原市を第１０高射特科大隊長がそれ

ぞれ実施する。 

災害派遣担

当区の見直

しに伴う修

正 

 第 7章 医療救護・防疫・保健衛生対策 第 7章 医療救護・防疫・保健衛生対策  
169 ■基本方針 

○ 医療救護については、災害医療コーディネーター、周産期リエゾン、

災害薬事コーディネーター、透析リエゾン、災害看護コーディネーター、

医師会、日本赤十字社、災害拠点病院、災害拠点精神科病院、国立病院

機構の病院、県立病院、市町村等広範囲な協力体制の確立に努めるもの

とする。 

■基本方針 

○ 医療救護については、災害医療コーディネーター、小児周産期リエゾ

ン、災害薬事コーディネーター、透析リエゾン、災害看護コーディネー

ター、医師会、日本赤十字社、災害拠点病院、災害拠点精神科病院、国

立病院機構の病院、県立病院、市町村等広範囲な協力体制の確立に努め

るものとする。 

名称変更に

伴う修正 

 第 1節 医療救護 第 1節 医療救護  
171 

 

 

 

 

 

 

 

1 県（保健医療局）における措置 

（1）医療及び公衆衛生活動に関する調整 

ア 保健医療調整本部及び保健医療調整会議の設置 

県は、県全域の医療及び公衆衛生活動に関する調整や、他都道府県

からの支援の調整を行う保健医療調整本部を設置するとともに、2 次

医療圏等の区域ごとの医療及び公衆衛生に関する調整を行う保健医

療調整会議を設置し、災害医療コーディネーター、周産期リエゾン、

災害薬事コーディネーター、透析リエゾン、災害看護コーディネー

1 県（保健医療局）における措置 

（1）医療及び公衆衛生活動に関する調整 

ア 保健医療調整本部及び保健医療調整会議の設置 

県は、県全域の医療及び公衆衛生活動に関する調整や、他都道府県

からの支援の調整を行う保健医療調整本部を設置するとともに、2 次

医療圏等の区域ごとの医療及び公衆衛生に関する調整を行う保健医

療調整会議を設置し、災害医療コーディネーター、小児周産期リエゾ

ン、災害薬事コーディネーター、透析リエゾン、災害看護コーディネー

名称変更に

伴う修正 
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172 

ターや関係機関とともに医療及び公衆衛生活動に関する調整を行う。 

（略） 

（4）ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）の派遣等 

ア 愛知ＤＰＡＴの派遣 

（ｱ）県は、必要があると認めるときは、ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療

チーム）先遣隊を派遣する。 

ターや関係機関とともに医療及び公衆衛生活動に関する調整を行う。 

（略） 

（4）ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）の派遣等 

ア 愛知ＤＰＡＴの派遣 

（ｱ）県は、必要があると認めるときは、日本ＤＰＡＴ（災害派遣精神

医療チーム）を派遣する。 

 第 2節 防疫・保健衛生 第 2節 防疫・保健衛生  
176 1 県（保健医療局・感染症対策局）における措置 1 県（保健医療局）における措置 誤記修正 
177 

 

178 

2 保健所設置市における措置 

（略） 

（6）自宅療養者等の避難確保 

ア 新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等の被災に

備えて、平常時から、防災担当部局との連携の下、ハザードマップ等

に基づき、自宅療養者等が危険エリアに居住しているか確認を行うよ

う努めるものとする。 

2 保健所設置市における措置 

（略） 

（6）自宅療養者等の避難確保 

ア 感染症の自宅療養者等の被災に備えて、平常時から、防災担当部局

との連携の下、ハザードマップ等に基づき、自宅療養者等が危険エリ

アに居住しているか確認を行うよう努めるものとする。 

表記の整理 

 第 8章 交通の確保・緊急輸送対策 第 8章 交通の確保・緊急輸送対策  
181 ■基本方針 

（略） 

○ 緊急輸送道路の復旧作業等を他の道路に優先して実施する。なお、津

波被害発生時には、くしの歯ルートの道路啓開を他の道路に優先して実

施し、緊急通行車両の通行ルートを確保する。 

■基本方針 

（略） 

○ 緊急輸送道路の復旧作業等を他の道路に優先して実施する。なお、津

波被害発生時には、くしの歯ルート及び拠点アクセスルートの道路啓開

を他の道路に優先して実施し、緊急通行車両の通行ルートを確保する。 

愛知県道路

啓開計画を

踏まえた修

正 

 第 2節 道路施設対策 第 2節 道路施設対策  
187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 中部地方整備局における措置 

（略） 

（2）道路、橋梁等の緊急復旧、緊急輸送道路等の機能確保 

ア 津波等により、甚大な被害を受けた地域での救援・救護活動を支援

するためのくしの歯ルートを最優先に道路啓開する。なお、南海トラ

フ地震の発生時においては、「南海トラフ地震における愛知県広域受

援計画」に定めるタイムラインに留意する。 

（追加） 

 

 

 

 

1 中部地方整備局における措置 

（略） 

（2）道路、橋梁等の緊急復旧、緊急輸送道路等の機能確保 

ア 津波等により、甚大な被害を受けた地域での救援・救護活動を支援

するためのくしの歯ルート及び拠点アクセスルートを最優先に道路

啓開する。なお、南海トラフ地震の発生時においては、「南海トラフ地

震における愛知県広域受援計画」に定めるタイムラインに留意する。 

（3）県又は名古屋市が管理する国道、県道又は市町村道における道路啓

開の代行 

ア 中部道路啓開計画で設定した直轄啓開予定道路 

中部道路啓開計画で設定した直轄啓開予定道路（国が災害時に本来

の道路管理者に代わって道路啓開を実施することができる路線・区

愛知県道路

啓開計画を

踏まえた修

正 
 
 
 
道路法等の

改正を踏ま

えた修正 
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188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）による活動支援 

間）においては、同計画に基づく「管理区分を超えた道路啓開の発動

条件」を満たすときは、土砂・瓦礫等の撤去、擦り付けによる段差の

解消等、事実行為に限り、本来の道路管理者に代わって道路啓開を実

施することができる。 

イ ア以外の道路 

重要物流道路（代替・補完路を含む）に指定された路線・区間にお

いては、県又は市町村から要請があり、かつ、当該県又は市町村にお

ける道路の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、実施する

ことが適当であると認められるときは、その事務に支障のない範囲

で、県又は市町村道の道路啓開を行うことができる権限代行制度によ

り、被災地方公共団体に対する支援を行う。 

    なお、重要物流道路に指定されていない路線・区間においては、高

度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して道路啓開を実施

することが適当であると認められるものに限る。 

（4）緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）による活動支援 

189 3 県（建設局）における措置 

（略） 

（2）道路、橋梁等の緊急復旧、緊急輸送道路等の機能確保 

ア 津波等により、甚大な被害を受けた地域での救援・救護活動を支援

するためのくしの歯ルートを最優先に道路啓開する。なお、南海トラ

フ地震の発生時においては、「南海トラフ地震における愛知県広域受

援計画」に定めるタイムラインに留意する。 

3 県（建設局）における措置 

（略） 

（2）道路、橋梁等の緊急復旧、緊急輸送道路等の機能確保 

ア 津波等により、甚大な被害を受けた地域での救援・救護活動を支援

するためのくしの歯ルート及び拠点アクセスルートを最優先に道路

啓開する。なお、南海トラフ地震の発生時においては、「南海トラフ地

震における愛知県広域受援計画」に定めるタイムラインに留意する。 

愛知県道路

啓開計画を

踏まえた修

正 

190 4 愛知県道路公社における措置 

（略） 

（4）応急復旧対策の実施 

ア 道路、橋梁等の応急復旧計画を樹立して緊急復旧に努める。 

イ 緊急道路としての通行が不能となっている箇所については、緊急輸

送道路の機能確保を優先に、緊急時協定業者により速やかに通行可能

となるよう障害物除去による道路啓開、応急復旧作業を実施する。 

なお、津波被害発生時には、くしの歯ルートの道路啓開を他の道路

に優先する。 

4 愛知県道路公社における措置 

（略） 

（4）応急復旧対策の実施 

ア 道路、橋梁等の応急復旧計画を樹立して緊急復旧に努める。 

イ 緊急道路としての通行が不能となっている箇所については、緊急輸

送道路の機能確保を優先に、緊急時協定業者により速やかに通行可能

となるよう障害物除去による道路啓開、応急復旧作業を実施する。 

なお、津波被害発生時には、くしの歯ルート及び拠点アクセスルー

トの道路啓開を他の道路に優先する。 

愛知県道路

啓開計画を

踏まえた修

正 

191 6 市町村における措置 

（略） 

（2）道路、橋梁等の緊急復旧、緊急輸送道路等の機能確保 

6 市町村における措置 

（略） 

（2）道路、橋梁等の緊急復旧、緊急輸送道路等の機能確保 

愛知県道路

啓開計画を

踏まえた修
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ア 道路、橋梁等の応急復旧計画を樹立して緊急復旧に努める。 

イ 管理道路における緊急輸送道路指定路線及び重要物流道路（代替路

及び補完路を含む。）について、障害物の除去、応急復旧等を行い、道

路機能を確保する。 

なお、津波被害発生時には、くしの歯ルートの道路啓開を他の道路

に優先する。 

ア 道路、橋梁等の応急復旧計画を樹立して緊急復旧に努める。 

イ 管理道路における緊急輸送道路指定路線及び重要物流道路（代替路

及び補完路を含む。）について、障害物の除去、応急復旧等を行い、道

路機能を確保する。 

なお、津波被害発生時には、くしの歯ルート及び拠点アクセスルー

トの道路啓開を他の道路に優先する。 

正 

 第 10章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 第 10章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策  
 第 2節 要配慮者支援対策 第 2節 要配慮者支援対策  

206 2 県（福祉局、保健医療局、県民文化局）における措置 

（略） 

（2）広域調整・市町村支援 

保健・医療・福祉等専門的人材の確保等において、厚生労働省始め

関係機関、関係団体への要請を行うとともに、広域調整等により市町

村を支援する。 

また、市町村からの要請により、必要に応じて災害派遣福祉チーム

（ＤＷＡＴ）や災害支援ナースを編成し、派遣する。 

2 県（福祉局、保健医療局、県民文化局）における措置 

（略） 

（2）広域調整・市町村支援 

保健・医療・福祉等専門的人材の確保等において、厚生労働省始め

関係機関、関係団体への要請を行うとともに、広域調整等により市町

村を支援する。 

また、市町村からの要請等により、必要に応じて災害派遣福祉チー

ム（ＤＷＡＴ）や災害支援ナースを編成し、派遣する。 

愛知県災害

派遣福祉チ 
ーム設置運

営要領を踏

まえた修正 

 第 13章 遺体の取扱い 第 13章 遺体の取扱い  
 第 2節 遺体の処理 第 2節 遺体の処理  

216 1 市町村における措置 

（1）遺体の収容及び一時保存 

遺体の身元識別のため相当の時間を必要とし、又は死亡者が多数の

ため短時日に埋火葬ができない場合等においては、遺体安置所(寺院

などの施設の利用、又は寺院、学校等の敷地に仮設)を確保するとと

もに、棺、ドライアイス等を調達し、埋火葬等の措置をするまで遺体

を一時保存する。 

なお、遺体安置所は、十分な広さがあり、遺体安置に適した施設を

あらかじめ選定しておくよう努めるものとする。 

1 市町村における措置 

（1）遺体の収容及び一時保存 

遺体の身元識別のため相当の時間を必要とし、又は死亡者が多数の

ため短時日に埋火葬ができない場合等においては、遺体安置所(削除)

を確保するとともに、棺、ドライアイス等を調達し、埋火葬等の措置

をするまで遺体を一時保存する。 

 

（削除） 

記載場所の

整理 

 第 15章 住宅対策 第 15章 住宅対策  
 第 5節 住宅の応急修理 第 5節 住宅の応急修理  

234 1 県（建築局）及び救助実施市における措置 1 県（防災安全局、建築局）及び救助実施市における措置 表記の整理 
 第 16章 学校における対策 第 16章 学校における対策  
 第 2節 教育施設及び教職員の確保 第 2節 教育施設及び教職員の確保  

239 2 県（教育委員会）における措置 

（1）他県に対する応援要求 

2 県（教育委員会）における措置 

（1）文部科学省及び地方公共団体等に対する応援要求 

防災基本計

画の修正を
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県教育委員会は、自ら学校教育を実施し、又は市町村教育委員会及

び私立学校設置者（管理者）からの応援要求事項を実施することが困

難な場合、他県へ教育の実施又はこれに要する教育施設、教職員等に

つき応援を要求する。 

 

（2）他市町村教育委員会に対する応援指示 

（略） 

（追加） 

県教育委員会は、自ら学校教育を実施し、又は市町村教育委員会及

び私立学校設置者（管理者）からの応援要求事項を実施することが困

難な場合、被災地学び支援派遣等枠組み（D-EST）を踏まえ、文部科学

省の応援職員や、地方公共団体等の学校支援チーム、応援教職員、ス

クールカウンセラー等の派遣要請を行う。 

（2）他市町村教育委員会に対する応援指示 

（略） 

（3）受援体制の確保 

   文部科学省の応援職員及び地方公共団体等の学校支援チーム等を

迅速、的確に受け入れるために、支援ニーズの集約や連絡窓口の一元

化等、受援体制を確保する。 

踏まえた修

正 

 第 4編 災害復旧・復興 第 4編 災害復旧・復興  
 第 2章 公共施設等災害復旧対策 第 2章 公共施設等災害復旧対策  
 第 1節 公共施設災害復旧事業 第 1節 公共施設災害復旧事業  

244 

 

 

 

4 重要物流道路（代替・補完路を含む。）の指定に伴う災害復旧事業の代

行 

重要物流道路（代替・補完路を含む。）に指定された道路で、災害復旧

に関する工事に高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実

施することが適当であると認められるものについては、都道府県又は市

町村からの要請により国が代行して実施することができる。 

4 県又は名古屋市が管理する国道、公社管理の道路、県道又は市町村道

の災害復旧事業の代行 

県又は名古屋市が管理する国道、公社管理の道路、県道又は市町村道

の道路で、災害復旧に関する工事に高度の技術を要するもの又は高度の

機械力を使用して実施することが適当であると認められるものについて

は、県、道路公社又は市町村からの要請により国が県、道路公社又は市町

村に代わって災害復旧事業を実施することができる。 

道路法等の

改正を踏ま

えた修正 

 第 5編 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応 第 5編 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応  
 1. 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合の対応 1. 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合の対応  

262 情報収集・連絡体制の整備 

県（防災安全局、関係局）は、南海トラフ地震臨時情報（調査中）が

発表された場合は、愛知県災害対策実施要綱に定めるところにより県災

害対策本部（第 2 非常配備（準備体制））を設置する。 

情報収集・連絡体制の整備 

県（防災安全局、関係局）は、南海トラフ地震臨時情報（調査中）が

発表された場合は、愛知県災害対策実施要綱に定めるところにより第１

非常配備体制をとる。 

災害対策実

施要綱の改

正に伴う修

正 
 2. 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合の対応 2. 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合の対応  

262 

 

1 情報収集・連絡体制の整備 

県（防災安全局、関係局）は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）の内容その他これらに関連する情報（以下「南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）等」という。）が発表された場合は、愛知県災害対策実

施要綱に定めるところにより県災害対策本部（第 2 非常配備（警戒体制））

を設置し、必要に応じてその体制を拡張した体制をとる。また、市町村及

1 情報収集・連絡体制の整備 

県（防災安全局、関係局）は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）の内容その他これらに関連する情報（削除）が発表された場合は、愛

知県災害対策実施要綱に定めるところにより県災害対策本部（事前避難

対象地域を設定する市町村を管轄する地域は第 2 非常配備（警戒体制）、

それ以外の地域は第 2 非常配備（準備強化体制））を設置し、必要に応じ

災害対策実

施要綱の改

正に伴う修

正 
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頁 現行（2026 年 2月修正）   修正（2026年 6月修正案） 備考 

び防災関係機関は、あらかじめ定められた必要な体制をとる。 てその体制を拡張した体制をとる。また、市町村及び防災関係機関は、あ

らかじめ定められた必要な体制をとる。 

263 3 住民への周知・呼びかけ 

県（防災安全局、関係局）及び市町村は、放送事業者等と連携し、南海

トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の内容、交通に関する情報、ライ

フラインに関する情報、生活関連情報など地域住民等に密接に関係があ

る事項について周知するものとする。 

3 住民への周知・呼びかけ 

県（防災安全局、関係局）及び市町村は、放送事業者等と連携し、南海

トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の内容その他これらに関連する情

報（以下「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等」という。）の内

容、交通に関する情報、ライフラインに関する情報、生活関連情報など地

域住民等に密接に関係がある事項について周知するものとする。 

表記の整理 

※上記修正に関連する「主な機関の措置」の表の修正については、新旧対照表への記載を省略する。 
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画

 
第

1
編
 
総
則
／
第

3
章
 
被
害
想
定
及
び

減
災
効
果

 

 
-
 
1
 
- 

第
3
章

 
被

害
想
定

及
び

減
災

効
果

 

 第
1
節

 
基
本
的
な

考
え
方

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

本
県
に
被
害
を
及
ぼ
す

と
考
え
ら
れ
る
地

震
は
、
海
溝
型
地

震
と
内

陸
型
地
震

が
あ
る
が

、
そ
れ

ら
の

発
生
の

危
険

性
、
予
測
さ
れ

る
被
害
量
や
被
害
の
様
相
、
さ
ら
に
は
地
震
対

策
の

方
向
性
に

つ
い
て
調
査

、
研
究
を

行
い
、

こ
の

地
域
防
災
計
画

等
に
お
け
る
具
体
的
な
計
画
の
策
定
・
修
正
に

際
し

て
の
参
考

と
す
る

。
 

 第
2
節

 
地
震
・
津

波
被
害
の
予
測
及
び
減
災
効
果
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

1
 
南

海
ト
ラ
フ
で
発
生

す
る
恐
れ
の
あ
る

地
震
・
津
波
の
被
害
予
測
及

び
減
災

効
果
 

（
1
）
被
害
予
測
 

ア
 
調
査
の
目
的
 

 
 
国
は
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防

災
対
策
推
進
基

本
計
画
（
2
0
1
4
年

3
月

）
の

見
直
し

に
向
け
て

、
2
0
2
3
年

2
月
に
「
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
被
害
想
定
」
の

見
直
し
に
着
手

し
、
2
0
2
5
年

3
月
に
結

果
を
公

表
し
た

。 

今
回
の
調
査
は
、
国
の
被
害
想
定
の
見
直
し
を
踏

ま
え
、
本

県
に
お

け
る
今
後

の
地
震
防

災
対
策
の
基
礎
 

資
料
と
す
る
た

め
、「

愛
知
県
東
海
地
震
・
東
南
海
地
震
・
南
海

地
震

等
被

害
予
測
調

査
」（

2
0
14

年
3
月
）
 

に
つ
い
て
、
最
新
の
基
礎

デ
ー
タ
を
反
映
し
、
国
の
調
査
と
整
合
を

図
り
つ
つ

、
学
術
的

知
見
や
令
和

6
年
 

能
登
半
島
地
震

等
の
近
年
の
地

震
災
害
に
お
け
る
被
害
状
況
を

踏
ま
え
て

見
直

す
も

の
で
あ

る
。
 

イ
 
調
査
結
果
の
概
要
 

（
ア
）
想
定
す
る
地
震
・
津
波
 

南
海
ト
ラ
フ

で
発
生
す
る
地
震

・
津
波
に
は
多
様
性

が
あ
り

、
正
確
な

予
測
は
困

難
で
あ
る

が
、
効
果

的
な
地
震
防
災
対

策
の
実
施
に
繋
げ

て
い
く
た
め
、
南

海
ト
ラ

フ
で
繰
り

返
し
発
生

し
て
い

る
地

震
・
津

波
の
う
ち
で
過

去
に
実
際
に
発

生
し
た
も
の
を
参
考
に
被
害

予
測
を

行
っ
た
。（

過
去
地
震
最

大
モ

デ
ル

の

地
震
・
津
波
に

よ
る
被
害
予
測

）
 

ま
た
、
主
と

し
て
津
波
か
ら
「
命
を
守
る
」
と

い
う
観
点
で
、
あ

ら
ゆ
る
可

能
性
を
考

慮
し
た
最

大
ク

ラ
ス
の
地
震
・
津
波
に
つ
い
て
も
、
補
足
的
に
被
害
予
測
を
行

っ
た

。（
理

論
上

最
大

モ
デ
ル

の
地
震
・
津

波
に
よ
る
被
害

予
測
）
 

さ
ら
に
、
こ

れ
ら
の
地
震
が
想

定
震
源
域
の
東
側
と

西
側
で

時
間
差
を

お
い
て
地

震
が
発

生
す

る
場
合

に
つ
い
て
も
被

害
予
測
を
行
っ

た
。（

時
間
差
を
お
い
て
発
生

す
る
地
震
・

津
波
に
よ

る
被
害

予
測
）
 

a
 
 
過
去
地
震

最
大
モ
デ
ル
の
地
震
・
津
波
 

○
 
南
海
ト
ラ

フ
で
繰
り
返
し

発
生
し
て
い
る
地
震

・
津
波

の
う
ち
、

発
生
し
た

こ
と
が

明
ら

か
で
規

模
の
大
き

い
も
の
（
宝
永

、
安
政
東
海
、
安
政
南
海
、
昭

和
東
南
海

、
昭

和
南

海
の

5
地

震
）
を
重

ね
合
わ
せ

た
モ
デ
ル
。
 

○
 
本
県
の
地
震
・
津
波
対
策
を
進
め
る
上
で
軸
と
な
る
想
定

と
し
て
位

置
付
け
ら
れ

る
も
の

で
あ

り
、

理
論
上
最

大
モ
デ
ル
の
地
震
・
津
波
対
策
に
も
資
す
る

も
の
で

あ
る
。
 

b
 
【
補
足
】
理

論
上
最
大
モ
デ

ル
の
地
震
・

津
波
 

○
 
南
海
ト
ラ

フ
で
発
生
す
る

恐
れ
の
あ
る
地
震
・

津
波
の

う
ち
、
あ

ら
ゆ
る
可

能
性
を

考
慮

し
た
最

大
ク
ラ
ス

の
地
震
・
津
波
を
想

定
し
た
モ
デ

ル
。
千
年

に
一
度

あ
る
い
は

そ
れ
よ
り

も
っ
と
発

生
頻

度
が
低
い

も
の
。
 

（
※
国
が

平
成

2
4
年

8
月

29
日
に
公
表
し
た
「
あ
ら
ゆ
る
可

能
性
を
考

慮
し
た
最

大
ク
ラ
ス
の

地

震
・
津
波

モ
デ
ル
」
。
）
 

○
 
本
県
の
地

震
・
津
波
対
策

を
検
討
す
る
上
で
、

主
と
し

て
津
波
か

ら
「
命
を

守
る
」
と

い
う
観
点

で
補
足
的

に
参
照
す
る
も

の
。
 

c
 
【
参
考
】
時
間
差
を
お
い
て
発

生
す
る
地
震
・

津
波
 

○
 
南
海
ト
ラ
フ

地
震
の
想
定
震

源
域
の
東
側
（
東
半
割
れ

地
震
）
と

西
側
（
西
半

割
れ
地

震
）
で
時

資
料
５
－
１
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震
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津
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災
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計
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第

1
編
 
総
則
／
第

3
章
 
被
害
想
定
及
び

減
災
効
果

 

 
-
 
2
 
- 

間
差
を
お
い
て
地
震
が
発
生
す
る
場
合
を
想

定
。
 

○
 
津
波
警
報

や
南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
に
よ
り
早
期
避

難
意

識
が
高
ま

る
こ
と
な

ど
に
よ

る
被
 

害
量
の
減
少
効
果
等
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

、
参
考
と
し
て

実
施
す

る
も
の
で

あ
る
。
 

（
イ
）
結
果
（「

2
0
2
4
年
度
～
2
02
5
年
度
愛
知
県
南
海
ト
ラ
フ
地
震

被
害
予

測
調

査
結
果
」

2
026

年
6
月

 
愛

知
県
防
災
会
議
地
震
部
会
）
 
 

a
 
 
過
去
地
震
最
大
モ
デ
ル
の
地
震
・
津
波
 

 
 
＜
揺
れ
、
液
状
化
＞
 

○
 

平
野

部
及
び

半
島

部
に

お
い
て

、
広

い
範

囲
に

わ
た

り
震

度
6
弱
以
上

の
強
い
揺

れ
と
な

り
、
一
部

の
地
域
で

、
震

度
7
の

非
常
に

強
い

揺
れ

と
な

る
。

 

○
 

濃
尾

平
野
、

岡
崎

平
野

、
豊

橋
平

野
を
中

心
に

、
平

野
部
で

液
状
化
危

険
度
が

極
め
て
高

く
な
っ
て

い
る
。
 

震
度

7
：
6
市
町

、
6
強
：
2
0
市

町
村

、
6
弱

：
23

市
町

村
、
5
強
：
5
市

町
 

＜
浸

水
・
津
波
＞
 

    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

＜
被

害
量
の
推
計
結
果
＞

 

建物被害 

揺
れ

に
よ
る

全
壊

 
約

5
0,
0
0
0
棟
 

生活への影響 

避
難

者
数
 

＊
3 

避
難

所
 

約
8
35
,0
0
0
人
 

液
状

化
に
よ

る
全
壊

 
約

1
7,
0
0
0
棟
 

避
難
所
外
 

約
7
49
,0
0
0
人
 

津
波

・
浸
水

に
よ
る

全
壊

 
約

4
,6

00
棟
 

合
 
計
 

約
1
,
5
84
,0
0
0
人
 

が
け

崩
れ
等

に
よ
る

全
壊

 
約

7
00

棟
 

帰
宅
困

難
者
数

 
約

9
12

,0
0
0
人
 

火
災

に
よ
る

焼
失

 
約

2
0,
0
0
0
棟
 

災
害
関

連
死
 

約
3
,
3
00
～
8
,
40
0
人
 

合
 

 
計
 

約
9
2,
0
0
0
棟
 

飲
料
水
不

足
＊
4 

約
8
,4
00

ト
ン
 

人的被害 

建
物

倒
壊
等

に
よ
る

死
者

 
約

2
,4

00
人
 

食
料
不

足
＊
4 

約
7
9
万
食
 

浸
水

・
津
波

に
よ
る

死
者

 
約

2
,8

00
人
 

ト
イ
レ

不
足

＊
4 

約
3
86

万
回
分
 

が
け

崩
れ
等

に
よ
る

死
者

 
約

6
0
人
 

毛
布
不

足
 

約
2
0
万
枚
 

火
災

に
よ
る

死
者

 
約

5
0
人
 

入
院
対
応

不
足
数
 

約
6
,2
0
0
人
 

死
者

数
合
計

 
約

5
,3

00
人
 

外
来
対
応

不
足
数
 

約
6
,0
0
0
人
 

ライフライン被害（最大値） 

上
水

道
（
断

水
人
口

）
 

約
6
,9
8
1
,0

00
人
 

廃棄物
 

災
害
廃
棄

物
（

が
れ
き
）
 

約
2
,
6
00

万
ト
ン
 

下
水

道
（
機

能
支
障

人
口
）

＊
3 

約
3
,4
4
7
,0

00
人
 

津
波
堆
積

物
 

約
3
00

万
ト
ン
 

電
力

（
停
電

率
）

 
約

8
9
％
 

合
 
 
計

 
約

2
,
9
00

万
ト
ン
 

固
定

電
話
（

不
通
回

線
率
）

 
約

8
9
％
 

経済被害 

直
接
的
経

済
被
害
 

（
復
旧
に
要
す
る
費
用
）
 

約
1
9
.
4
兆
円

 
携
帯

電
話
（
停
波
基
地
局
率
）

＊
3 

約
8
1
％
 

都
市

ガ
ス
（

復
旧
対

象
戸
数

）
 

約
1
8
7
,0

00
戸
 

間
接
的
経

済
被
害
 

（
生
産
額

の
低
下
）

 
約

3
.4

兆
円

 
L
P
ガ

ス
（

機
能

支
障

需
要

家
数
） 

約
1
4
0
,0

00
戸
 

*
1
  

県
全

体
の
全

壊
・
焼

失
棟

数
の

合
計
が

最
大

と
な

る
冬

・
夕

方
の
場

合
 

*
2
  

県
全

体
の
死

者
数
の

合
計

が
最

大
と
な

る
冬

・
深
夜

の
場
合

 
*
3
  

発
災

1
週
間

後
の
想

定
 

＊
4 

1
～

3
日

目
の
計
 

○
 
渥

美
半
島

で
は
、

最
短

で
9
分

後
に
津

波
（
3
0
cm

）
が

到
達
す
る
。
 

○
 
西

三
河
南

部
の
平

野
部

を
中

心
に
浸

水
が
発

生
す

る
。

 

津
波
高

（
最
大

）
 

津
波

到
達

時
間
（

最
短

）
 

浸
水

面
積
（
浸

水
深

1
cm

以
上
）
 

9
.
6
ｍ
 

9
分

 
※

津
波

高
3
0
cm
 

約
1
2,

00
0h
a
 

 

＊
1 

＊
2 
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-
 
3
 
- 

b
 
【

補
足
】
理
論
上

最
大
モ
デ
ル
の
地
震
・
津
波
 

＜
揺
れ
、

液
状
化
＞
 

○
 

陸
側

ケ
ー
ス

及
び

東
側

ケ
ー
ス

と
も
に

、
平

野
部

及
び

半
島
部
に
お
い

て
、
広
い
範

囲
に
わ
た

り
震
度

6
強

以
上
と

な
り
、

沿
岸
部

を
中

心
に

震
度

7
の

地
域
が

広
が

っ
て

い
る

。
 

○
 

震
度

7
が
想

定
さ

れ
る

地
域
は

、
陸

側
ケ

ー
ス
で

は
、
知
多
半

島
、
西
三

河
の
平
野

部
、
東

三
河
の

平
野
部
に
広

が

っ
て
お

り
、
東

側
ケ

ー
ス

で
は
、

東
三
河

の
平

野
部
に

広
が
っ

て
い
る

。
 

○
 

陸
側

ケ
ー
ス

及
び

東
側

ケ
ー
ス

と
も
に

、
濃

尾
平

野
、
岡
崎

平
野
、
豊
橋
平
野

を
中
心

に
、
平

野
部
で
液

状
化
危
険

 

度
が
極

め
て
高

く
な

っ
て

い
る

。
 

陸
側
ケ

ー
ス
 

震
度

7
：

30
市

町
村

、
6
強

：
15

市
町

村
、
6
弱
：
9
市

町
 

 

東
側
ケ

ー
ス
 

震
度

7
：

13
市

町
、

6
強
：

27
市
町

村
、
6
弱

：
11

市
町

村
、
5
強
：
3
市
町
 

＜
浸
水
・
津
波
＞
 

○
 

渥
美

半
島
で

は
、

津
波

ケ
ー
ス

⑨
の
場

合
で

最
短

5
分

後
に

津
波
（

津
波
高

3
0c
m
）
が
到

達
す
る
。

 

○
 

揺
れ

、
液

状
化

に
よ
る

堤
防

等
の
被

災
を
考

慮
し

た
結

果
、
ゼ
ロ

メ
ー
ト
ル

地
帯
に
お

い
て
非
常
に

広
い
範
囲

が
浸

水
す
る

。
ま

た
、
堤

防
等
が

被
災

し
た

場
合

に
は

、
海
岸

部
や

河
川

付
近
で
津

波
到
達
前

か
ら
浸
水

が
始
ま
る

地
域
が

あ
る
。

 

○
 

津
波

ケ
ー
ス

⑦
の

場
合

に
県
全

体
の
全

壊
・
焼

失
棟

数
が
最

大
と
な

り
、
津

波
ケ
ー

ス
①
の
場

合
に
県
全

体
の
死
者

数
が
最

大
と
な

る
。

 

津
波

ケ
ー

ス
 

津
波

高
（
最

大
）

 
津
波

到
達
時

間
（
最

短
）
 

浸
水
面

積
（
浸
水

深
1
cm

以
上
）
 

①
 

2
0
.2

ｍ
 

6
分

 
※
津

波
高

30
cm 

約
3
5,

00
0h
a
 

⑦
 

8
.
6
ｍ
 

6
分

 
※
津

波
高

30
cm 

約
3
2,
00
0h
a
 

 

＜
被
害
量
の
推

計
結
果
＞
 

建物被害 
 

揺
れ

に
よ

る
全

壊
 

約
2
2
2
,0

00
棟
 

人的被害 

建
物
倒

壊
等
に
よ

る
死
者
 

約
1
2
,
00
0
人
 

液
状

化
に

よ
る

全
壊

 
約

1
8,
0
0
0
棟
 

浸
水
・
津

波
に
よ
る

死
者
 

約
1
4
,
00

0
人
 

津
波

・
浸

水
に

よ
る

全
壊

 
約

2
9,
0
0
0
棟
 

が
け
崩

れ
等
に

よ
る
死
者

 
約

8
0
人
 

が
け

崩
れ

等
に

よ
る

全
壊

 
約

9
00

棟
 

火
災
に

よ
る
死

者
 

約
1
,3
0
0
人
 

火
災

に
よ

る
焼

失
 

約
9
9,
0
0
0
棟
 

合
 
 
 
 
計
 

約
2
7
,
00
0
人
 

合
 

 
計

 
約

3
6
7
,0

00
棟
 

 

*
1
 
県

全
体
の

全
壊

・
焼

失
棟
数
の

合
計
が

最
大
と

な
る
冬

・
夕

方
の
場

合
（
地

震
：
陸
側

ケ
ー
ス
、

津
波
：
ケ

ー
ス
⑦
）

 

*
2
  
県

全
体
の

死
者

数
の

合
計
が
最

大
と
な

る
冬

・
深

夜
の
場

合
（

地
震
：

陸
側
ケ
ー
ス

、
津
波
：

ケ
ー
ス
①

）
 

 

c
 
【
参
考
】「

時
間
差
を
お
い
て
発
生
す
る
地

震
・
津
波
」
 

＜
浸
水
・
津
波
＞
 

半
割

れ
地

震
（
過

去
地

震
最

大
モ
デ

ル
）

 

○
 

東
半

割
れ
の

地
震

で
は

、
西
三

河
南
部

の
平

野
部

を
中
心

に
浸
水
が

発
生
す
る

。
 

○
 

西
半

割
れ
の

地
震

で
は

、
堤

防
等

が
被
災

し
な
い

た
め

、
東
半

割
れ
の
地

震
に
比
べ

て
浸
水
す
る

範
囲
は
狭

い
。
津

波
の
到

達
は
、

東
半

割
れ

の
地
震

に
比
べ

て
遅

い
。

 

半
割

れ
地

震
（
理

論
上

最
大

モ
デ
ル

）
 

○
 

東
半

割
れ
の

地
震

で
は

、
揺

れ
、
液

状
化
に

よ
る
堤

防
等
の

被
災
を
考

慮
し
た

結
果
、
ゼ
ロ
メ

ー
ト
ル
地
帯

に
お
い

て
非
常

に
広
い

範
囲

が
浸

水
す
る

。
ま

た
、
堤

防
等
が

被
災

し
た

場
合
に
は

、
海
岸

部
や
河
川

付
近
で
津

波
到
達
前
か

ら
浸
水

が
始
ま

る
地

域
が

あ
る
と

想
定
さ

れ
る

。
 

○
 

西
半

割
れ
地

震
で

は
、
堤

防
等
が

被
災
し

な
い
た

め
、
東

半
割

れ
地
震
に

比
べ
て
浸

水
す
る
範
囲

は
狭
い
。
津
波

の

到
達
は

、
東
半

割
れ

地
震

に
比
べ

て
遅
い

。
 

＊
1 

＊
2 



地
震
・
津
波
災
害
対

策
計
画

 
第

1
編
 
総
則
／
第

3
章
 
被
害
想
定
及
び

減
災
効
果

 

 
-
 
4
 
- 

（
参
考
）
 

津
波
に
よ
る
死
者
数
〔
冬
・
深
夜
〕（

①
過

去
地
震
最
大
、

②
理
論
上

最
大

）
 

先
発
地
震
が
西
半
割
れ
地
震
、
後
発
地
震
が

東
半
割
れ
地
震

の
場
合
 

 
先
発

地
震

 

（
西
半

割
れ
）

 

後
発

地
震

 

（
東

半
割
れ

）
 

（
参
考
）

 

東
半

割
れ
単

独
 

 
早

期
避

難
率
低

 

早
期
避

難
意
識

が
高
ま

り

呼
び
か

け
が
行

わ
れ
た

場

合
 

さ
ら

に
、
浸
水

深
3
0c

m

到
達
時
間

3
0
分
以
内

の

地
域

の
住
民

が
事
前
避

難
し
た

場
合
 

早
期

避
難
率

低
 

 
 

う
ち
、

 

自
力

脱
出

困

難
者

 

 

う
ち

、
 

自
力

脱
出
困

難
者

 

 

う
ち

、
 

自
力
脱
出

困
難

者
 

 

う
ち
、

 

自
力

脱
出

困
難
者

 

①
 

* 
* 

約
400

人
 

約
400

人
 

約
300

人
 

約
300

人
 

約
2,400

人
 

約
400

人
 

②
 

* 
* 

約
3,700

人
 

約
3,000

人
 

約
2,300

人
 

約
2,300

人
 

約
5,900

人
 

約
3,000

人
 

「
*
」：

被
害
わ

ず
か
 

注
）
端

数
処
理

の
た
め

合
計

が
各

数
値
の

和
に

一
致

し
な
い

場
合
が
あ
る

。
 

※
 
理

論
上
最

大
モ
デ

ル
の

地
震

動
は
陸

側
ケ
ー

ス
の

場
合

 

 （
2
）
防
災
対
策
の
効
果
 

○
 
各
種
対
策
が
実
施
さ
れ
た
場
合
、
建

物
被
害
・
人
的
被
害
と
も

に
大
き
な
減

災
効
果
が

見
込
ま

れ
、
過

去

地
震
最
大
モ
デ

ル
の
場
合
、
揺
れ
に
よ
る
全
壊
棟
数
は
約

5
割

、
火
災

に
よ
る
焼

失
棟
数
は

約
7
割
減
少

さ

せ
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
建
物
倒
壊
等
、
浸

水
・
津
波
、
火
災
に

よ
る
死
者

数
は
約

8
割
減
少
さ

せ
る

こ
と
が
で
き
る

。
  

（
対
策
項
目
）
  

•
建
物
の
耐
震
化
率

1
00
％
の
達
成
（
本
調
査

時
点
：
約

92.
3
％
）
  

•
家
具
等
の
転
倒
・
落
下
防
止
対
策
実
施
率

1
0
0％

の
達
成
（

本
調
査

時
点
：
5
6
.
4％

）
  

•
感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
設
置
率

10
0
％
の
達
成
（

本
調
査
時
点
：

1
8
.
5％

）
  

•
全
員
が
発
災
後
す
ぐ
に
避
難
開
始
 

ア
 
建
物
被
害
 項
 

 
 

目
 

 
過

去
地
震

最
大

モ
デ

ル
 

理
論

上
最
大
モ

デ
ル
 

対
策

前
 

対
策

後
 

対
策
前

 
対
策

後
 

揺
れ
に

よ
る
全

壊
棟
数

 
約

5
0,

00
0
棟
 

約
2
4
,
00
0
棟
 

（
約

5
割

減
）
 

約
2
2
2
,
0
00

棟
 

約
1
0
7
,0
0
0
棟
 

（
約

5
割

減
）
 

焼
失

棟
数
 

約
2
0,
0
0
0
棟
 

約
5
,1
0
0
棟
 

（
約

7
割

減
）
 

約
9
9,
0
0
0
棟
 

約
6
2
,
00
0
棟
 

（
約

4
割

減
）
 

イ
 
人
的
被
害
 項
 

 
 

目
 

過
去
地

震
最

大
モ

デ
ル

 
理
論
上
最

大
モ
デ
ル

 

対
策

前
 

対
策

後
 

対
策
前

 
対
策

後
 

死
者
数

 
約

5
,
3
00

人
 

約
1
,0
0
0
人
 

（
約

8
割

減
）
 

約
2
7,
00
0
人
 

約
7
,6

00
人
 

（
約

7
割

減
）
 

 

う
ち

建
物

倒
壊
等

 

に
よ
る

死
者
 

約
2
,
4
00

人
 

約
8
0
0
人
 

（
約

7
割

減
）
 

約
1
2,
00
0
人
 

約
4
,4

00
人
 

（
約

6
割

減
）
 

う
ち

火
災

 

に
よ
る

死
者
 

約
5
0
人
 

約
3
0
人
 

（
約

4
割

減
）
 

約
1
,3
00

人
 

約
8
0
0
人
 

（
約

4
割

減
）
 

う
ち

浸
水

・
津
波

 

に
よ
る

死
者
 

約
2
,
8
00

人
 

約
1
0
0
人
 

（
約

9
割

減
）
 

約
1
4,
00
0
人
 

約
2
,3

00
人
 

（
約

8
割

減
）
 

 

う
ち
自
力
脱
出
困
難
 

約
4
00

人
 

約
9
0
人
 

（
約

8
割

減
）
 

約
4
,
1
00

人
 

約
1
,3

00
人
 

（
約

7
割

減
）
 

う
ち
浸
水
・
津
波
か
ら
の

逃
げ
遅
れ
 

約
2
,
4
00

人
 

約
5
0
人
 

（
約

9
割

減
）
 

約
9
,
9
00

人
 

約
1
,0
0
0
人
 

（
約

9
割

減
）
 

*
1
 

端
数

処
理

の
た
め

合
計
が

各
数

値
の

和
に
一

致
し

な
い

場
合
が
あ

る
。

 



地
震
・
津
波
災
害
対

策
計
画

 
第

1
編
 
総
則
／
第

3
章
 
被
害
想
定
及
び

減
災
効
果

 

 
-
 
5
 
- 

＊
2
 

対
策
効

果
を
試

算
し

た
項

目
の
み

を
記

載
し

て
い
る

た
め
、
各

内
数
の

合
計
は
、
死
者

数
全
体
の

数
値
に

一
致
し

な
い
。

 

ウ
 
経
済
被
害
額
（
過
去
地
震
最
大
モ
デ
ル
）
 

項
 

 
 

目
 

対
策
前
 

対
策

後
 

経
済

被
害

額
（

直
接
被

害
額

）
 

約
19.4

兆
円
 

約
15.9

兆
円
（
約

2
割
減
）
 

 


